
　　消費税率（国・地方）が、平成２６年４月１日に５％から８％へ引き上げられたことに伴い、消費税収

（現行分の地方消費税を除く。）については、その使途を明確にし、社会保障財源化することとされてお

り、地方公共団体においても、地方消費税収の引き上げ分をすべて社会保障施策に要する経費に充

てるものとされています。

　　以上の趣旨を踏まえ、令和６年度長万部町一般会計予算における地方消費税市町村交付金（社

会保障財源化分）の社会保障施策経費への充当状況について、下記のとおり報告します。

記

（歳入） 市町村交付金（社会保障財源化分）

（歳出） 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

引上げ分の
地方消費税

（社会保障財源
化分の市町村
交付金）

182,336 131,688 10,606 40,042

心身障害者特別対策費 182,336 131,688 10,606 40,042

85,689 320 13,596 4,984 66,789

社会福祉総務費 0 0 0

老人福祉総務費 59,348 320 13,596 3,452 41,980

その他 26,341 1,532 24,809

272,020 108,219 11,000 4,916 15,823 132,062

一般管理費 5,475 318 5,157

社会福祉総務費 300 18 282

心身障害者特別対策費 4,984 290 4,694

児童福祉総務費 6,344 369 5,975

児童措置費 246,897 108,219 11,000 4,916 14,361 108,401

公債費 6,498 378 6,120

その他 1,522 89 1,433

42,424 2,183 2,468 37,773

社会福祉総務費 18,999 2,183 1,105 15,711

公債費 14,356 835 13,521

労働諸費 50 3 47

その他 9,019 525 8,494

582,469 242,410 11,000 18,512 33,881 276,666

児童福祉事業

社会福祉事業

小　　計

高齢者福祉事業

令和６年度長万部町一般会計予算における地方消費税市町村交付金（社
会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要す
る経費について

６８,８３８千円

１,１８３,４４６千円

（単位：千円）

事業名 経費

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

国道支出金 地方債 その他 その他

社会福祉

障害者福祉事業



【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

引上げ分の
地方消費税

（社会保障財源
化分の市町村
交付金）

（単位：千円）

事業名 経費

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

国道支出金 地方債 その他 その他

80,324 32,046 0 4,672 43,606

社会福祉総務費 80,324 32,046 4,672 43,606

128,082 24,802 0 7,450 95,830

後期高齢者医療費 128,082 24,802 7,450 95,830

190,071 11,391 0 11,056 167,624

老人福祉費 190,071 11,391 11,056 167,624

398,477 68,239 0 23,178 307,060

29,584 10,288 1,858 1,721 15,717

心身障害者特別対策費 18,419 6,017 1,500 1,071 9,831

ひとり親家庭福祉費 5,514 1,323 100 321 3,770

児童福祉総務費 5,651 2,948 258 329 2,116

152,793 8,888 143,905

保健衛生総務費 2,793 163 2,630

病院事業費 150,000 8,725 141,275

20,123 1,504 832 1,170 16,617

保健衛生総務費 20 1 19

予防費 20,103 1,504 832 1,169 16,598

202,500 11,792 2,690 11,779 176,239

1,183,446 322,441 11,000 21,202 68,838 759,965

医療確保事業

疾病予防対策事業

小　　計

合　　計

医療給付事業

社会保険

国民健康保険事業

後期高齢者医療事業

介護保険事業

小　　計

保健衛生


